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水防体制の強化
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自主防災組織の活用・強化
自主防災組織の立ち上げ及び立ち上げ後の運営を支援するため、各区への直接的・間接的な補助を行う。
また、住民間で地域の防災について話し合う機会を創出するため、各区に対し地域防災マップの作成を呼びかけるとともに、職員が
直接地域に出向き、マップ作成の指導や防災に関する助言等を行うことにより、地域防災力の一層の向上を図る。

自主防災組織の設立状況 ８９区／１３１区（平成３０年度末時点）
地域防災マップの取組状況 ４０区／１３１区（平成３０年度末時点）

敦賀市



水防体制の強化
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水防団員や消防団員の募集の強化
地域防災力の充実、強化のため、災害対応や予防広報に従事する機能別消防団員を募集する。

自主防災組織の活用・強化
自主防災組織および各地区の自主防災活動に要する経費の一部を補助する。

【補助対象経費】 自主防災組織設立にかかる経費、防災士資格取得、防災資機材・備蓄品の整備にかかる経費等

【補助率】 １／２

水防訓練の実施による連絡体制の強化・確認
令和元年５月２５日（土）に消防団員や消防職員、赤十字奉仕団、市職員等、関係団体が参加し、水防訓練を実施。

【訓練内容】救助救出訓練、水防工法訓練、給水訓練、応急手当訓練、炊き出し訓練、避難所開設訓練、
要配慮者移送訓練等

小浜市

＜自主防災組織の資機材整備に対する補助＞ ＜水防訓練の実施＞＜機能別消防団員の募集＞



３０年度実施写真

3

自主防災組織の活用・強化
防災に関する知識、技能等を習得し、地区住民の防災意識の向上や自主防災活動の活性化を図ることを目的とした自主防災活動の
中心的立場にある者の研修会を開催する

水防訓練の実施による連絡体制の強化・確認
消防職員、市職員、市消防団、住民等による水防訓練を実施し、水防体制の強化・確認を行う

３０年度実施写真

水防体制の強化 大野市

洪水を安全に流す対策

河川改修の推進
安全に洪水を流下させるために大野市赤根川、清滝川の河川改修の実施を望む。

浚渫、伐木
市内一級河川について、浚渫及び伐木、堆積土砂除去の定期的な取り組みを望む。



水防体制の強化
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坂井市

水防施設・河川パトロール
目 的:出水期に向けた水防施設・水防資機材の状態確認と河川パトロール体制の確認
日 時:R1.5.29（水）9:00～12:00
場 所:三国地区、坂井・春江地区、丸岡地区（３班体制）
参加者:建設課、安全対策課、地域振興課、嶺北消防組合 計20名
内 容:水防倉庫の建屋や資機材等の状態確認と水防施設の動作確認、水位計点検と観測場所の確認

土のう作成訓練
目 的:若手職員の土のう作成技術習得、水防工法の習得、土のう備蓄
日 時:R1.5.28（火）13:30～15:30
場 所:坂井市三国町新保 地係
参加者:嶺北消防組合、坂井市職員、あわら市職員 計55名
内 容:土のう作り（300個）、積み土のう水防訓練

水防施設・河川パトロール 土のう作成訓練



ハザードマップの作成・周知等
水防体制の強化
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（1） 円滑かつ迅速な避難のための取組み
平時からの住民等への周知に関する事項

（2） 的確な水防活動のための取組み
水防活動の効率化及び水防体制強化に関する事項

高浜町

●令和元年度中に高浜地区、青郷地区の集落内を流れる「子生川」「関
屋川」の浸水エリアのハザードマップを作成し、住民へ予め周知する
ことにより適切な避難判断を行える環境を整備する。また、今般改訂

●令和元年5月18日（土）、今シーズンの出水期を前に、消防団、町職員を
はじめ、自主防災会や日赤奉仕団等も含めた水防訓練を実施する。
本訓練は、消防団や町職員の災害時における対応スキル向上は勿論のこと、
管内の自主防災会や日赤奉仕団においても自立した防災機能を身に付け、
地域に応じた避難行動、救助活動が行えるよう実施する。

（１）ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成・周知、避難勧告等のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂の周知 （２）令和元年度水防訓練の実施 5月18日（土）

・・・ 子生川、関屋川ハザードマップ作成・周知

・・・ 令和元年度水防訓練の実施

避難勧告等に関するガイドラインの改訂に伴う周知

された避難勧告等のガイドラ
インについても、全戸にチラ
シ等を配布するなどして周知
徹底を図る。

①場所
・笠原川河口
②参加団体
・自主防災会 36団体（50人）
・日赤奉仕団 20人
・消防団、町職員等 100人
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水防体制の強化
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水防訓練の実施による連絡体制の強化・確認
令和元年６月９日（日）に令和元年度おおい町総合防災訓練を実施します。
住民参加による避難訓練、消防職員による土のう作成研修、改良積み土のう工法などを実施し、水防体制の強化・確認を行います。

おおい町

住民避難訓練 消防職員による土のう作成研修 改良積み土のう工法Ⅱ

洪水を安全に流す対策

浚渫、伐木
福井県にて、より安全に洪水を流下させるために佐分利川の土砂堆積箇所において浚渫及び河床整正が実施されました。
引き続き、定期的な取り組みの実施が望ましい。



水防体制の強化
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水防資機材の備蓄等の確認 水防訓練による連絡体制の確認
出水期前に水防倉庫にある備品を消防職員と共に確認 消防団員、消防職員、町職員、建設業会とともに訓練を行う。

積み土のうや住宅浸水防止工法などの水防工法とともに、
水防団員や消防団員の募集の強化 タイムラインを利用した情報伝達訓練や河川の確認を実施
ポスター等で女性消防団員の募集

訓練実施：令和元年６月８日
自主防災組織の活用・強化
自主防災組織への防災資機材購入補助

若狭町



防災に関する啓発活動、水害（防災）教育の拡充
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防災に関する啓発活動、水害（防災）教育の拡充
『2019年度もっとクロス！ 赤十字フェスティバル』 ブース出展（パネル展示・気象実験）
『お天気フェア』（エンゼルランドふくい、7/27予定） なぜ雨は降ってくるのだろう？～福井豪雨から15年～
『学校防災アドバイザー』 福井県から委嘱を受け、防災士会と分担し、小中高校における防災講話、避難訓練への協力、防災
マニュアルへの助言等を実施
その他、出前講座等多数実施予定

防災に関するその他の取組
福井県市町災害時対応強化研修（福井県危機対策・防災課主催）における『気象防災講習会』

福井地方気象台

福井赤十字病院
令和元年5月11日

福井地方気象台
令和元年5月14日（嶺北対象）・5月15日（嶺南対象）



１.指定河川洪水予報等への警戒レベルの導入と目的・概要

 住民がとるべき行動を５段階に分け、情報と行動の対応を明確化。

 【警戒レベル３】高齢者等避難、【警戒レベル４】全員避難とし、避難のタイミングを明確化
 命 を 守 る 行動 の た め に 極 め て有 効 な 災害 が 実際 に 発生 し て い る と の 情 報 を 、 【 警 戒 レ ベ ル ５ 】
災害発生として位置付ける。

 様々な防災気象情報と警戒レベルとの関係を明確化し、住民の自発的な避難判断等を支援

警戒レベル３：高齢者等避難 警戒レベル４：全員避難［避難のタイミングを明確化］

警戒
レベル３

警戒
レベル４

警戒
レベル２

警戒
レベル１

警戒
レベル５

警戒レベル 行動を促す情報

命を守る最善の行動

避難

高齢者等は避難
他の住民は準備

避難行動の確認

心構えを高める

住民がとるべき行動 防災気象情報

災害発生情報
（出来る範囲で発表）

・避難勧告

・避難指示（緊急）

避難準備・高齢者等避難開始

注意報

警報級の可能性

指定河川洪水予報

土砂災害警戒情報

警報

危険度分布
等

※平成31年出水期から「早期注意情報」と名称変更

トッピクス
福井地方気象台
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２.高解像度化に伴う土砂災害警戒判定メッシュ情報
トッピクス

福井地方気象台
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九頭竜川 上合月地区
（河道掘削）

日野川 片粕地区 他２地区

（河道掘削） ※1

北川 高塚地区
（法尻補強）

北川 高塚地区
（水防拠点整備） ※3 日野川 久喜津地区 他１地区

（法尻補強）

維持掘削
(北川上流)
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河道掘削・堤防整備
洪水を河川内で安全に流すため、引き続き河道掘削や堤防整備を実施します。

危機管理型ハード対策
越水が発生した場合でも決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する対策を実施します。

洪水を河川内で安全に流す対策・危機管理型ハード対策
福井河川国道事務所

樹木伐採
（九頭竜川・日野川）平成３０年度に実施した「重要インフラの緊急点検」を踏まえ、

「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」（平成３０年１２月閣議決定）を、平
成３０年度から令和２年度までの３か年で実施。
・河道掘削、維持掘削
・法尻補強、堤防強化
・樹木伐採
・簡易型河川監視カメラ設置（次頁参照）
・河川監視カメラ更新（次頁参照）
・水文観測所の耐水化（次頁参照）

H30年度より防災・減災・国土強靱化のための３か年緊急対策により整備を加速！

維持掘削
（北川下流・遠敷川）

北川 水取地区
（河道掘削） ※3

九頭竜川 上野本町地区
（堤防強化） ※2

・日野川水防災・湿地創出事業 ※1
・九頭竜川・日野川フェニックス堤防整備事業 ※2
・北川下流域浸水対策事業 ※3

予防的治水事業の重点化

九頭竜川 安沢地区
（堤防強化） ※2

北川 平野地区
（堤防強化）

遠敷川 国分地区
（堤防強化）

遠敷川 高塚地区
（法尻補強）



※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、
洪水被害の発生状況によって変わる場合がある。

①九頭竜川水系九頭竜川

②九頭竜川水系日野川

③北川水系北川

④北川水系遠敷川

簡易型河川監視カメラ 設置

河川監視カメラ 更新（高感度化）

水文観測所 耐水化

避難行動、水防活動に資する基盤等の整備 福井河川国道事務所

簡易型河川監視
カメラのイメージ
（国土交通省HPより）

早期の避難勧告等の発令判断や水防活動を支援するため、簡易型河川監視カメラ設置と情報共有
簡易型河川監視カメラを新たに設置し、カメラ画像を住民に提供することで、避難行動に繋げます。

平成３０年度に実施した「重要インフラの緊急点検」を踏まえ、

「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」（平成３０年１２月閣議決
定）を、平成３０年度から令和２年度までの３か年で実施。
・河道掘削（前頁参照）
・法尻補強、堤防強化（前頁参照）
・樹木伐採（前頁参照）
・簡易型河川監視カメラ設置
・河川監視カメラ更新（高感度化）
・水文観測所耐水化

H30年度より防災・減災・国土強靱化のための３か年緊急対策により整備を加速！
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●ダム下流河川における浸水想定区域図の作成
●放流警報設備の改良

①平常時からの情報提供 ダム下流河川における浸水想定区域図の作成
平成３０年７月豪雨において、ダム下流河川における浸水想定区域図が作成されていないため、リスク情報が住民等に十分に周

知されていなかったことが課題として挙げられています。ダムの施設規模を上回る洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保等を図るた
め、九頭竜ダム・真名川ダムの下流河川を対象として想定最大規模降雨による浸水想定区域図の作成に着手します。

②発災時の住民への情報提供 放流警報設備の改良
特に、異常洪水時防災操作移行時に住民等へ的確に警報を伝えるため、避難勧告等を発令する市町村とも連携しつつ、放流警報

設備の改良に着手します。具体には、九頭竜ダム及び真名川ダム管内の放流警報施設に対して、局舎浸水対策（耐水扉への交換等）
と堤内向け放送用スピーカの増設設計を実施します。

近畿地方整備局
九頭竜川ダム統合管理事務所

浸水想定区域図作成範囲 放流警報設備の改良イメージ

局舎浸水対策
（耐水扉への交換）

堤内向スピーカの増設
（令和元年度設計、
令和２年度工事予定）

真名川ダム

九頭竜ダム

浸
水
想
定
図
作
成
範
囲

（
真
名
川
）
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②簡易型

河川監視カメラの設置

①水害リスク図の作成

【対象河川】

・県が管理する１９１河川全てで作成する。

ただし、既に浸想図を作成した区間を除く。

（法指定河川以外の河川の内、４河川（磯部川、八ケ川、南河内川、井の口川）に

ついては、事業の実施に合わせ作成済みであり、今回、法指定河川と共に公表した。）

【解析手法】

・解析は、他県の状況や国の「手引き」等を参考に簡易的な

手法を用いて作成する。

・浸想図とは異なる条件下で作成することから

「水害リスク図」と呼ぶ。

ハザードマップの作成・周知等
避難行動、水防活動に資する施設等の整備

14

①洪水予報、水位周知河川以外の河川の水害リスク図の作成

全国的な水害発生状況などを考慮して、市町から要望のある、水防法で定める河川以外の河川について、水害の

危険性を示す「水害リスク図」を作成します。

②早期の避難勧告等の発令判断や水防活動を支援するため、水位計・量水標・河川監視カメラ設置の

検討と情報共有

カメラ画像を住民に提供することで、避難行動に繋がる簡易型河川監視カメラを新たに設置します。

福井県

日野川

九頭竜川

足羽川

荒川

天王川
江端川

竹田川

兵庫川

清滝川

鞍谷川吉野瀬川 浅水川

赤根川

鰣川

耳川

笙の川

九頭竜川

日野川

北川
佐分利川

関屋川

遠敷川

南川

◎
◎

◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎◎

◎

＜凡例＞

国管理河川

県管理河川

洪水予報/水位周知区間

想定最大規模降雨による

浸水範囲（国管理区間）

想定最大規模降雨による

浸水範囲（県管理区間）

公表する河川

解析中の河川

国公表済河川

市役所，町役場

国管理河川名

県管理河川名

◎

県管理河川名

法指定河川の浸水区域包絡図

簡易型河川監視カメラ カメラ画像(12時) カメラ画像(0時)



①九頭竜川水系九頭竜川

④九頭竜川水系七瀬川

⑧九頭竜川水系足羽川

⑫九頭竜川水系天王川

⑨九頭竜川水系江端川

⑪九頭竜川水系鞍谷川

⑩九頭竜川水系浅水川

⑥九頭竜川水系日野川

⑮笙の川水系木の芽川

⑭笙の川水系笙の川

②九頭竜川水系竹田川

⑬九頭竜川水系吉野瀬川

③九頭竜川水系兵庫川

⑦九頭竜川水系底喰川

⑤九頭竜川水系北川

○「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」の交付金も活用した、対象となる１５河
川の樹木伐採・堆積土砂除去、堤防強化、河川改修の促進

・交付金事業対象外の河川についても、現地状況を確認し、県単独事業を活用して促進します。
・しかし、まだまだ不足するため、緊急対策について３か年に限らず継続する他、対象を拡大するよう国
への要望が必要です。

洪水を安全に流す対策 （伐木・しゅんせつ・堤防強化等） 福井県
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※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、
洪水被害の発生状況によって変わる場合がある。

「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」対象の河川

全国の市町からの要望を受
け、国は緊急対策を実施す
ることを決定した。



防災に関する啓発活動、水害（防災）教育の拡充
市町を超えた広域避難計画の検討

「ふくい嶺北連携中枢都市圏事業」における地域防災力の向上

小中学校や地域住民への防災に関する出前講座やパネル展の実施

リーダー研修会の開催を通して地域防災の中心的な担い手を育成

地域包括支援センター・ケアマネジャー等と連携した避難行動の取組状況共有

「福井市避難支援プラン」の推進を通して高齢者の避難行動を支援

福井市

（c5）・防災担当職員の人材育成事業
・地域防災力向上事業
・市民防災交流事業

（d1）自主防災組織のリーダーを対象に研修会を開催し、
地域住民による効果的で実践的な自主防災活動を推進
することで、地域の防災力を高める。

昨年度実施のリーダー研修会

（d2）地域包括支援センター
や民生委員などの避難支
援等関係者を対象に、出
前講座や研修会等の機会
を通して避難支援プランの
推進を促すことで、高齢者
の避難行動を支援する体
制を構築する。

民生委員への説明会

避難支援プランチラシ
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防災に関する啓発活動、水害(防災)教育の拡充
排水活動の強化

17

小中学校や地域住民への防災に関する出前講座やパネル展の実施
平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項として防災に関する啓発活動、水害（防災）教育の拡充として、
自主防災組織や地域住民を対象に九頭竜ダム見学会を開催。ダムによる防災操作の仕組み等を学習し、円滑な避難体制を構築。

排水ポンプ車等を用いた排水訓練の実施
一刻も早い復旧のための取り組みとして、
令和元年６月３０日（日）実施予定の勝山市水防訓練において排水ポンプ車等を用いた排水訓練を実施。

勝山市

説明資料

写真

説明資料

写真



水防体制の強化

内閣府ホームページより
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自主防災組織の活用・強化
地区住民の防災意識を高めて、さらに各町内の自主防災組織では対応しきれなかった部分を地区防災協
議会が協力して災害対応力の強化を図る。鯖江市においては１０地区中７地区の防災協議会が結成されて
おり、地区防災計画の作成を目標とする。

鯖江市



水防体制の強化
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水防訓練の実施による連絡体制の強化・確認
１ 水防団（消防団）による水防訓練
目 的：地域水防団（消防団）活動能力の維持・強化
日 時：Ｈ３１.４.２１ 07：00～
場 所：本荘小学校周辺
参加者：あわら市消防団第9分団ほか
内 容：緊急参集訓練、各種水防工法訓練

２ 土嚢作成訓練（若手職員研修）
目 的：若手職員の土嚢作成技術習得、水防工法の習得、土嚢備蓄
日 時：Ｒ１.５.２８ 13：30～
場 所：坂井市三国町新保地係
参加者：嶺北消防組合、あわら市職員、坂井市職員 計６０名

あわら市

土のう作成訓練



水防体制の強化
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自主防災組織リの活用・強化
取組コメント 越前市防火・防災委員会では、地域の防災力の維持向上を目指し、町内の自主防災組織の指導的立場にある

方を対象に研修会を開催。今年は５月２９日、３０日、３１日に消防ホール、今立総合支所にて、日本赤十字社福井県支部の方を講
師に迎え、災害救護活動の体験談を交えながら、災害の心得及び備えについての講演会を実施。

水防訓練の実施による災害対応力向上
梅雨時期の大雨等における水災害での被害を最小限にくい止めるために、日野川河川敷にて、水防管理団体である越前市を

はじめ、関係機関及び協力団体と連携を密接にし、消防団員の水防技術の習得と知識、技能の向上を図ることを目的に行っている。
今年度は６月３０日に開催予定。

越前市

説明資料 説明資料



水防体制の強化
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自主防災組織の活用・強化

『永平寺町防災士の会』
永平寺町では、県の地域防災リーダー養成研修を活用し、平成３０年度には防災士資格取得者が約４００名に達しており、町民５０人
に１人が防災士で住民の防災意識は非常に高い状況です。また、昨年１１月には、自身の防災知識の向上と全町民の防災意識を高め
ることを目的に、防災士資格者により、ボランティア団体の『永平寺町防災士の会』が設立されました。
今年度の主な活動としては、避難行動援護者の避難講習会や避難所運営に向けた勉強会、救急講習会などの事業計画と各地区の
防災訓練指導を予定しています。

永平寺町

平成３０年１１月２５日設立 平成３１年４月１３日 総会



水防体制の強化

22

自主防災組織の強化
平成29年度より、集落単位で区長がリーダーとなり「ご近助避難マップ」を作成中。
令和元年の防災訓練に組み込み、実際機能するか検証を行う。

池 田 町

■ご近所避難マップとは

各世帯において、避難に必要となる情報を記
入した地図。

“最優先駆けつけ”世帯・・・・ 赤色
災害時、近隣の方の助けが常に必要な世帯

・・・・
支援が必要な方がいるが、

世帯

“支援必要者がいない”世帯・・・ 青色
支援が必要な方がいない世帯

全員で漏れが無く避難ができるよう、３世帯を
目安に一緒に避難するグループを作っています。
地図で緑色に囲まれたものが、１つのグループ
となり、青色に塗った世帯（要支援者無し）と黄
色と赤（何らかの支援が必要な世帯）を組んだ
グループとしています。
原則、全世帯がいずれかのグループに属して、
漏れが無いようにしており、また、平日の日中も
機能するようなグループ分けをお願いしていま
す。



水防体制の強化
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自主防災組織の活用・強化
南越前町に結成されている自主防災組織において、水防体制の強化を図り、町としても
支援していく。

南越前町

自主防災組織で安全安心な集落づくり補助金自主防災組織で安全安心な集落づくり補助金

（１）防災マップ作成事業
補助対象経費の9/10、事業費30,000円以内
補助対象…筆記用具等消耗品

（２）防災資機材整備事業
補助対象経費の2/3、事業費600,000円以内
補助対象…毛布、ハンドマイク、スコップ、一輪車、発電機等



自主防災組織の活用・強化
自主防災組織の設立における相談（規約や組織構成に関することなど）や活動に必要となる資機材の導入に対する補
助を行う。
補助率は10分の9（上限45万円）とし、自主防災組織の母体である区（自治会）の負担を極力減らすことにより、組織を
立ち上げて終わりではなく、実際に活動できる体制の構築までを支援する。 ⇒令和元年度 4団体の助成を予定

水防訓練の実施による連絡体制の強化・確認
消防団員（水防団員）や消防職員、町職員に加え、町内に在住する防災士が参加し、土のう作成訓練と土のうによる水
防工法（積み土のう、釜段、月の輪）の技術習得訓練を実施。 ⇒訓練実施日 令和元年5月19日(日)

自主防災組織が水防活動時に必要となる
備品を整備した例

出水期に備え、水防訓練を実施

水防体制の強化 越前町
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水防体制の強化
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自主防災組織の活用・強化
（１）自主防災組織の設立に必要な経費（消耗品費、会議費等）の補助を行う。補助率は10分の10（上限3万円）
（２）自主防災組織の育成及び円滑な運営を促進するため補助を行う。補助率は10分の10（上限5万円）
（３）自主防災組織が防災用資機材を購入する費用の補助を行う。補助率は2分の1（上限20万円）

美浜町

自主防災組織が災害活動時に必要となる備品を整備した例

発電機 スコップ 一輪車


